
青根地域の公共施設（旧青根中学校を除く）の施設概要 

 

（１）旧青根児童保育園 

所在地 相模原市緑区青根１２８７番地 

財産区分 普通財産 

敷地面積 １，６７７㎡ 

施設 
園舎 

鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）１階建 ２２３㎡ 

昭和５３年４月開園 

その他 園庭 

ライフライン等 ・電気（低圧） ・簡易水道  ・プロパンガス 

都市計画等 

による制限 

・都市計画区域外 

・その他制限：建築基準条例による建築形態制限 

活用に係る条件 
・園舎前が災害時における一時避難場所として指定されています。 

・土砂災害警戒区域（土石流）に指定されています。 

現況など 旧津久井消防署青根出張所跡地（786 ㎡）と隣接 

閉鎖（閉園） 

年月日 
令和２年３月末 

 

（２）青根緑の休暇村センター 

所在地 相模原市緑区青根８０７番地２ 

財産区分 行政財産（指定管理者制度による運営管理） 

設置目的 

相模原市立緑の休暇村センター条例（平成１７年条例第１２０号） 

青根地域の豊かな自然環境の中で、市民の健全な休養と研修の場所を提供

し、もって市民福祉の向上と地域社会の発展に寄与するため 

利用者数 

平成３０年度 ４，３２２人（食堂やテニスなどの利用も含む） 

      （うち、宿泊者は２，０４５人） 

※新型コロナウイルス感染症や東日本台風の影響のない年度の利用人数 

敷地面積 １０，５６７㎡ 

施設 

・昭和５５年６月開所 

・センター棟：鉄骨造（Ｓ造）２階建、延床面積 ６４０．７５㎡ 

客室数６室（21 畳、15 畳、10 畳２室、7.5 畳、6 畳）浴

室、トイレほか 

・コテージ３棟 木造平屋建、各２５．５㎡（８人用／シャワー、トイレ、

冷蔵庫、寝具付）、屋外炊事場 

・テニスコート２面（ハードコート） 

都市計画等 

による制限 

・都市計画区域外 

・その他制限：建築基準条例による建築形態制限 

活用に係る条件 土砂災害警戒区域（土石流）に指定されています。 

 

資料２



（３）いやしの湯 

所在地 相模原市緑区青根８４４番地 

財産区分 行政財産（指定管理者制度による運営管理） 

設置目的 

相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯条例（平成１７年条例第１２１号） 

温泉資源の活用による市民の福祉の向上及び健康の増進を図り、市民のふ

れあいと交流を促進し、もって地域の活性化に寄与するため 

利用者数 

平成３０年度 入浴者数１０１，３８５人 

（うち、食堂利用者数７７，０４８人） 

※新型コロナウイルス感染症や東日本台風の影響のない年度の利用人数 

敷地面積 ３，７０７㎡ 

施設 

・平成１７年５月開所 

・鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）１階建、延床面積：９９９．８８㎡ 

・浴室内：男女各屋内２浴槽、露天風呂、サウナ 

・施設内：食堂、売店、個室休憩室 10畳２室ほか 

都市計画等 

による制限 

・都市計画区域外 

・その他制限：建築基準条例による建築形態制限 

活用に係る条件 土砂災害警戒区域（土石流）に指定されています。 

その他 令和６年度中に施設の中規模改修と木質バイオマスボイラーの設置を予

定しています。 

 

（４）津久井合唱館 

所在地 相模原市緑区青根８５１番地 

財産区分 行政財産（指定管理者制度による運営管理） 

設置目的 

相模原市立津久井合唱館条例（平成１７年条例第１５９号） 

市民が行う合唱、楽器演奏等の音楽活動及び交流活動の場を提供すること

により、合唱の里づくりの推進及び音楽文化の振興並びに市民の相互交流

の促進に寄与するため 

利用者数 

平成３０年度 １，１０９人 

※午前・午後・夜間の３区分での貸出による利用件数１５８件 

※新型コロナウイルス感染症や東日本台風の影響のない年度の利用人数 

敷地面積 ２１２㎡ 

施設 

・平成６年７月開所 

・鉄骨造（Ｓ造）１階建 面積１０５．２４㎡ 

・ピアノ（セミコンサート）、音響設備、机・椅子 

都市計画等 

による制限 

・都市計画区域外 

・その他制限：建築基準条例による建築形態制限 

活用に係る条件 土砂災害警戒区域（土石流）に指定されています。 

 


